
鳥取城北日本語学校

株式会社 スカイバード



外国人材育成雇用プロジェクトの概要

■外国人材育成雇用プロジェクトとは

外国人材育成雇用プロジェクトとは、企業様にマッチした人材を採用内定していただき、入念な
日本語教育を行ったうえで、各企業様へ着任できるようにサポートするものです。

在留資格「留学」と「技術・人文知識・国際業務」を組み合わせることにより、日本での在留期
間に縛られない長期的な視点での人材育成・定着をご提案いたします。

このプロジェクトは、鳥取市・山陰合同銀行・株式会社スカイバード・鳥取城北日本語学校の
協力により進めております。

■外国人材受入れまでの流れ
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在留資格認定証明書交付申請2020年12月

在留資格「留学」発行2021年2月

日本語学校入学、留学開始2021年4月

在留資格変更手続き2021年12月

貴社にて勤務開始2022年4月

日本語学校卒業2022年3月

在留資格「技術・人文知識・国際業務」発行2022年2月

株式会社スカイバード

※１，０００名を超える海外からの人材受入
実績のあるスキルウェイ協同組合の代表理
事が代表取締役社長である会社です。

鳥取城北日本語学校

※1年間の日本語教育を実施し、貴社着任
後に日本人スタッフと問題なくコミュニケー
ションが取れるレベルを目指します。

※卒業後の進路が明確なため、学生も長期
的な視点から日本語を学ぶことができ、高
いモチベーションを維持することが可能にな

ります。

ジェイ・アイ・エス人材開発株式会社

※入国直前まで現地で日本語教育を実施
します。 (約6ヶ月)

外国人材に係る申込

現地での候補者情報の収集

求人票提出 候補者リスト提示

採用面接 現地面接開催2020年7月～

入学選考・在留資格申請書類作成2020年11月



外国人材育成雇用プロジェクトの強み
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ベトナム送出し機関のＪＩＳ人材開発株式会社などにて約6ヶ月、日本の鳥取城北
日本語学校にて約1年間の日本語教育を実施いたします。あらかじめ受入れ企業様での
採用内定を獲得した上での教育開始となるため、基礎的な日本語だけではなく、日本で
の就業に向けたビジネス日本語・ビジネスマナーなどの指導も行います。両校での教育カリ
キュラムは企業様への着任に向けて連動しており、一貫性のある教育を実施いたします。

■優秀な人材の確保

■日本語及びビジネスマナーの養成 (現地と連携した一貫教育の実施)

海外の大学、短大を卒業し、かつ受入れ企業様で想定される職種での勤務経験または
学習経験を有した留学希望者を対象に選抜試験を実施します。そのため、高い能力を有
し、かつ日本で学び、働くことに対してモチベーションの高い人材の獲得が可能です。

■長期的視点からの雇用計画

内定者は、鳥取城北日本語学校を卒業後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資
格にて受入れ企業様に着任いたします。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は企
業様との雇用契約が継続する限り、在留期間の更新が可能なため、在留期限に縛られる
ことなく、じっくりと長期的な視点から指導、育成をおこない、リーダー人材へと成長させること
が可能です。

■バイリンガル人材の活用

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得者は、高い日本語力を有しているため、
日本語と現地語とのバイリンガル人材として、貴社の国際化にも貢献します。バイリンガル
人材が基点となって、海外への進出や海外との取引の発展が期待できます。また、外国人
技能実習生やアルバイトの留学生らを採用されている場合、彼らの相談役としての活躍も
期待できます。
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鳥取城北日本語学校 (学校法人鳥取学園)

【所在地】〒680-0921
鳥取県鳥取市古海37-4

【TEL】 0857-21-0189
【HP】 http://www.tjng.jp/

学校案内

鳥取城北日本語学校を運営する学校法人鳥取学園は、昭和38年の建学以降、「教育
を通して社会に貢献すること」を使命として、時代の要請に応えながら、社会に寄与
する多数の人材を輩出してきました。ますます進むグローバル社会を見据え、国際人
材の育成を新たな使命とし、日本語学校を開校いたしました。
本校は、鳥取県・鳥取市・山陰合同銀行様・株式会社スカイバード様による鳥取城

北日本語学校運営委員会を設置し、日本語学校を運営しております。
今後、企業様や地域の皆様に信頼される日本語学校となるよう、地域密着型の日本

語学校を目指して邁進して参ります。

ジェイ・アイ・エス 人材開発株式会社

【所在地】 1A Duc Thang, Bac Tu Liem, Hanoi City, Vietnam（公衆衛生大学内）
【TEL】 （+84）24-6658-4242
【HP】 http://jis-edu.com

ジェイ・アイ・エス人材開発株式会社は、ベトナム国
立公衆衛生大学と提携をしている留学生派遣機関です。
日本各地への大学、専門学校、日本語学校への留学生

派遣実績を持ち、学校卒業生たちは、日本での様々な分
野で活躍をしています。



項目 金額 支払時期 支払先

① 申込金 35,000円 随時 スカイバードへお支払いいただきます。

② 入国前事前研修費 165,000円 3月末 現地送り出し機関へお支払いいただきます。

③
鳥取城北日本語学校授業料
（学生納付金の半額）
※40万円は学生への最低給付額です。

400,000円 3月末 学校へ納入していただきます。

④ 人材紹介手数料 100,000円 3月末 スカイバードへお支払いいただきます。

⑤
在留資格変更手続費
(行政書士費)

100,000円 翌年1月頃 行政書士へお支払いいただきます。

固定費計 800,000円

⑥ 採用面接渡航費及び宿泊費 実費
採用面接
実施時

約150,000円
（時期により異なります）

⑦ 内定者入国渡航費 実費 3月末
約70,000円（時期により異なります）
現地送り出し機関へお支払いいただきます。

⑧
内定者国内移動費
（空港～鳥取）

実費 3月末
約20,000円
（交通手段により異なります）
学校へお支払いいただきます。

実費計 約240,000円
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その他

■費用

①申込金は、このプロジェクトに対する申込金です。申込金は返金することはできません。

②入国前事前研修費は、現地での日本語研修に係る研修費用です。

③鳥取城北日本語学校授業料は、学生への給付をお願いします。40万円以上ご支援いた
だける場合は、40万円を超える部分については給付または奨学金（貸与型）とさせてい
ただきます。

内定者が入国後、本人の事情により中途退学した場合、納付された鳥取城北日本語
学校授業料は、 原則返金することはできません。ただし、日本語学校長がやむを得ない
と判断した場合は、 納付された日本語学校授業料のうち、残余の期間について、月割
でご返金いたします。

④人材紹介手数料は、求人票の取りまとめ、現地での公開、求職者の募集、企業様による
採用面接の設定などに係る費用です。

⑤在留資格変更手続費は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格の変更
手続きに係る費用です。

⑥採用面接渡航費及び宿泊費は、現地での採用面接に参加していただく際の費用です。
企業様で手配していただくか、株式会社スカイバードより旅行業者を紹介いたします。

⑦内定者入国渡航費は、留学生が入国する際の渡航費です。

⑧内定者国内移動については、原則学校が関西国際空港まで迎えに行く予定です。
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その他

■Q＆A

＜Q１. なぜ日本語学校の留学費用は企業負担なのでしょうか？＞
鳥取城北日本語学校の留学費用(１年コース)は、年間授業料等が80万円です。通常、留学
生は授業料等は全額自己負担であり、日本入国後にアルバイトをしながら学費をまかなって
いくケースがほとんどです。このプロジェクトでは、授業料等の一部を企業負担とすることによ
り、留学生に対し、卒業後には企業へ就職するという高い動機付けを図っております。

＜Q2. 内定者との雇用契約はいつ締結しますか？＞
ベトナムで人材募集をする段階で、受入れ企業様の雇用条件の提示が必要となります。選抜
試験で内定者が出た段階で雇用契約および本プログラムの主旨に同意する書面をもって締
結します。
また、鳥取城北日本語学校を卒業する前に再度、内定者と受入れ企業様が面談をおこない、
雇用条件の再確認をいたします。

＜Q3. 内定者の学習期間中に状況が変わり、雇用をキャンセルすることは可能ですか？＞
雇用予定がキャンセルとなった場合、教育費等の費用の返還はいたしかねます。内定者は日
本での勤務予定先がなくなることになりますので、受入れ予定企業様と同業種の企業様を探
す必要があり、引継ぎ先確保のご協力をお願いいたします。

＜Q4. 内定者からキャンセルの申し出があった場合はどうなりますか？＞
鳥取城北日本語学校在学中のキャンセルは4ページに記載の通りとなります。

＜Q5. 実技・筆記試験の実施は可能ですか？＞
本プロジェクトでは、最終的に「技術・人文知識・国際業務」での勤務を想定しており、実務経
験もしくは学習経験があることが前提となります。実技・筆記試験は選抜に際し重要な選考要
素になると思われます。企業様でご準備いただけるものについては、採用面接時に実施でき
るよう対応させていただきます。

＜Q6. 内定者受入れ後のケアはありますか？＞
「技術・人文知識・国際業務」での採用は、貴社と内定者の二者間での雇用契約となり、貴社
日本人従業員同様、貴社内でのケアが必要となります。ただし、学校としても卒業生のフォロ
ーは行っていく所存です。ご相談ください。

＜Q7. 内定者は最大で何年、日本に滞在することが可能ですか？＞
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は貴社と内定者との間に雇用契約が継続される限り
、在留期間を更新し続けることができます。また、内定者が日本での勤務期間が長期にわた
ると、 「永住」の在留資格への切り替えも可能となります。



【所在地】〒680-0804
鳥取県鳥取市田島648番地 タナカビル3F
TEL 0857-25-5503
FAX 0857-21-6711

株式会社 スカイバード

【所在地】〒680-0921
鳥取県鳥取市古海37-4
TEL 0857-21-0189
FAX 0857-30-0790

鳥取城北日本語学校


